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市議会定例会の招集について（通知） 

 

 

このことについて、別紙（写）のとおり告示したので通知します。 



大村市告示第２２６号 

 

 

大村市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

 

  令和３年８月２５日 

 

 

                                              大村市長  園 田 裕 史   

 

 

 

１ 招集日時  令和３年９月２日（木） 午前１０時 
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第５７号議案 

 

   大村市県収入証紙購買基金条例 

 

（設置） 

第１条 長崎県収入証紙（以下「県収入証紙」という。）の売りさばきに関する事務

を円滑かつ効率的に行うため、大村市県収入証紙購買基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

（基金の額） 

第２条 基金の額は、２，０００，０００円とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して編入するも

のとする。 

（県収入証紙の購入計画） 

第５条 市長は、県収入証紙の売りさばき状況を勘案し、適正な県収入証紙の購入計

画を立てなければならない。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和３年９月２日提出 

（ 1 ）



 

大村市長  園 田 裕 史   

 

（提案理由） 

 県収入証紙の売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うための基金を設置す

るため、この条例案を提出するものである。 
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第５８号議案 

 

   大村市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定

資産税の課税免除に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律（平成１９年法律第４０号。以下「法」という。）に基づき、本市におけ

る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤整備を図るため、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第６条第１項の規定による固定資産税の課税免除を

行うことに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び地域経済牽引事業の促進による地域

の成長発展の基盤強化に関する法律第２６条の地方公共団体等を定める省令（平成

１９年総務省令第９４号）の定めるところによる。 

（課税免除） 

第３条 市長は、承認地域経済牽引事業のための施設のうち対象施設を促進区域内

（本市の区域内に限る。）に設置した承認地域経済牽引事業者について、平成２９

年９月２９日（以下この項において「同意日」という。）から令和５年３月３１日

までに設置した当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物（当該対象施設の用

に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。）又はこれらの敷地で

ある土地（同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の

日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設

の着手があった場合における当該土地に限る。以下「課税免除対象施設等」とい

う。）に対する固定資産税の課税を免除することができる。 

２ 前項の規定による課税免除の期間は、当該課税免除対象施設等に対して最初に固

定資産税が課されることとなる年度以降３か年度とする。 

（課税免除の申請及び通知） 

第４条 前条の規定の適用を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、課税免除を

受けようとする年度の初日の属する年の１月３１日までに、市長に申請しなければ
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ならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その結果を当

該申請者に通知するものとする。 

（課税免除の不適用） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、次のいずれかに該当

するときは、第３条の規定による課税免除を適用しないものとする。 

(1) 承認地域経済牽引事業者が市税を滞納しているとき。 

(2) 承認地域経済牽引事業者が大村市暴力団排除条例（平成２４年大村市条例第１

７号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第４号に規定する暴力団関係

者（以下この号において「暴力団関係者」という。）であるとき、又は法人にあ

ってはその役員若しくは事業所の代表者が暴力団関係者であるとき。 

（地位の承継） 

第６条 第３条の規定による課税免除の適用を受けた承認地域経済牽引事業者（以下

「課税免除適用事業者」という。）について、当該課税免除に係る承認地域経済牽

引事業の承継があったときは、その承継する事業者は、課税免除適用事業者の地位

を承継する。 

（申請内容の変更の届出） 

第７条 課税免除適用事業者は、第４条第１項の規定による申請の内容に変更があっ

たときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（報告調査） 

第８条 市長は、課税免除適用事業者に対し、必要な事項の報告を求め、調査を行う

ことができる。 

（課税免除の取消し） 

第９条 市長は、課税免除適用事業者が次のいずれかに該当するときは、当該課税免

除を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除の適用を受けたとき。 

(2) 課税免除の適用を受けた家屋、構築物及び土地を承認地域経済牽引事業の目的

に使用せず、又は他の用途に使用したとき。 

(3) 承認地域経済牽引事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はこれらの状況に

あると認めるとき。 
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(4) 課税免除の適用の決定を受けた後に第５条各号に該当する事実があったとき。 

２ 市長は、前項の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を当該課税免除

適用事業者に通知し、当該課税免除に係る税額の全部又は一部を速やかに徴収する

ものとする。 

（適用除外） 

第１０条 第３条に規定する課税免除対象施設等が、他の条例の規定により課税免除

の適用を受けるときは、この条例の規定を適用しない。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和３年９月２日提出 

 

大村市長  園 田 裕 史   

 

（提案理由） 

地域経済牽引事業者が設置する施設に係る固定資産税の課税免除を行うため、この

条例案を提出するものである。 
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第５９号議案 

 

   大村市個人情報保護条例及び大村市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例 

 

（大村市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 大村市個人情報保護条例（平成１７年大村市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３０条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第１９条第７号」を「第１９条

第８号」に、「又は情報提供者」を「若しくは情報提供者又は同条第９号に規定する

条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」に改める。 

（大村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第２条 大村市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年大

村市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第１条及び第５条第１項中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改め

る。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和３年９月２日提出 

 

大村市長  園 田 裕 史   

 

（提案理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正

に伴い、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。 

（ 6 ）



第６０号議案 

 

   大村市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大村市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年大村市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

第８条第２項第３号中「他の病院」を「休診日（規則で定める休診日をいう。以下

同じ。）を除く日（以下「平日」という。）における診療時間（規則で定める診療時

間をいう。以下同じ。）において、他の病院」に改め、同項中第７号を第８号とし、

第４号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 平日における診療時間以外の時間又は休診日における診察（緊急その他やむを

得ない事情がある場合に受けた診察を除く。）を受けた者については、５，００

０円の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和３年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の大村市病院事業の設置等に関する条例の規定による指定

管理者が行う利用料金の設定については、施行日前においても行うことができる。 

 

令和３年９月２日提出 

 

                       大村市長  園 田 裕 史   

 

（提案理由） 

時間外の診察に係る利用料金を新設するとともに、所要の条文整理を行うため、こ

の条例案を提出するものである。 
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第６１号議案 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 大村市総合福祉センター 

２ 指 定 管 理 者 大村市本町４５８番地２ 

          社会福祉法人大村市社会福祉協議会 

会長 有川 晃治 

３ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

  令和３年９月２日提出 

 

                        大村市長  園 田 裕 史 
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第６２号議案 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 大村市体育文化センター 

２ 指 定 管 理 者 大村市幸町２５番地３３ 

          一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団 

          理事長 酒井 辰郎 

３ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

  令和３年９月２日提出 

 

                        大村市長  園 田 裕 史 
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第６３号議案 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 大村市高良谷牧場 

２ 指 定 管 理 者 諫早市栗面町１７４番地１ 

          長崎県央農業協同組合 

          代表理事組合長 真壁 正二郎 

３ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

  令和３年９月２日提出 

 

                        大村市長  園 田 裕 史 
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第６４号議案 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 東浦漁港 

２ 指 定 管 理 者 大村市久原一丁目１８２番地２ 

          大村湾東部漁業協同組合 

          代表理事組合長 本浦 長作 

３ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

  令和３年９月２日提出 

 

                        大村市長  園 田 裕 史 
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第６５号議案 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 松原漁港 

２ 指 定 管 理 者 大村市松原本町１７０番地１９ 

          大村市漁業協同組合松原支部 

          支部長 宮村 正広 

３ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

  令和３年９月２日提出 

 

                        大村市長  園 田 裕 史 
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第６６号議案 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 大村市勤労者センター 

２ 指 定 管 理 者 大村市西三城町７番地９ 

          公益社団法人大村市シルバー人材センター 

理事長 西 正人 

３ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

  令和３年９月２日提出 

 

                        大村市長  園 田 裕 史 
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第６７号議案 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  新大村駅周辺地区東口駅前広場ガレリア建築工事 

２ 契約の方 法  条件付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額  １８２，０００，５００円 

４ 契約の相手方  髙瀬建設・県央グリーン開発特定建設工事共同企業体 

代表者 大村市岩松町２６番地１ 

髙瀬建設株式会社 

代表取締役 髙瀬 邦彦 

５ 竣 工 期 限  令和４年３月３１日 

 

  令和３年９月２日提出 

 

大村市長  園 田 裕 史   

（ 14 ）



第６８号議案 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

 

１ 工 事 名  新大村駅周辺地区東口駅前広場シェルター建築工事 

２ 契約の方 法  条件付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額  １８２，９１７，９００円 

４ 契約の相手方  岡山建設・小森組特定建設工事共同企業体 

代表者 大村市杭出津３丁目４１８番地１ 

岡山建設株式会社 

代表取締役 岡山 修 

５ 竣 工 期 限  令和４年３月３１日 

 

  令和３年９月２日提出 

 

大村市長  園 田 裕 史   
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第６９号議案 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、市道路線を次の

とおり認定したいので、同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

路 線 番 号 路  線  名 起   点 終   点 重要な経過地 

２０２２５ 富の原二丁目２１号線 富の原二丁目 富の原二丁目  

３０１５６ 沖 田 町 ３ 号 線 沖 田 町 沖 田 町  

４０２６７ 木 場 ２ 丁 目 ９ 号 線 木 場 ２ 丁 目 木 場 ２ 丁 目  

４０２６８ 池 田 新 町 １ 号 線 池 田 新 町 池 田 新 町  

 

  令和３年９月２日提出 

 

                       大村市長  園 田 裕 史   
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報告第１０号 

専決処分の報告について 

 公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。 

  令和３年９月２日提出 

大村市長  園 田 裕 史 
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専決第１１号 

 

専  決  処  分  書 

 

 公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項

に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規定により、

次のとおり専決処分する。 

 

  令和３年８月２３日 

 

大村市長  園 田 裕 史   

 

 

１ 損 害 賠 償 の 額  １２２，４００円 

２ 損害賠償の相手方  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

            ○○○ ○○○ 
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大村市役所
長方形

大村市役所
長方形
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